
森
林
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

森
林
組
合
及
び
森
林
組
合
連
合
会
の
事
業
範
囲
の
拡
大

森
林
組
合
及
び
森
林
組
合
連
合
会
は
、
組
合
員
等
が
森
林
所
有
者
で
あ
る
森
林
で
教
育
の
用
に
供
す
る
も
の
の
教
育
機
能

の
増
進
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
第
二
項
第
八
号
の
二
及
び
第
百
一
条
第
一
項
第
十
号
の
二
関
係
）

第
二

森
林
組
合
及
び
森
林
組
合
連
合
会
の
員
外
利
用
制
限
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

森
林
組
合
及
び
森
林
組
合
連
合
会
は
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
事
業
に
つ
い
て
政
令
で
定
め

る
限
度
ま
で
組
合
員
等
以
外
の
者
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
第
八
項
及
び
第
百
一
条
第
七
項
関
係
）

二

森
林
組
合
は
、
組
合
員
の
た
め
に
す
る
事
業
の
遂
行
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

組
合
員
が
森
林
所
有
者
で
あ
る
森
林
と
一
体
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
森
林
に
係
る
森
林
所

有
者
に
、
受
託
施
業
等
の
事
業
と
併
せ
行
う
木
材
販
売
事
業
及
び
森
林
施
業
計
画
の
作
成
の
事
業
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
第
九
項
関
係
）



第
三

准
組
合
員
資
格
者
の
拡
大

森
林
組
合
か
ら
そ
の
事
業
に
係
る
物
資
の
供
給
又
は
役
務
の
提
供
を
継
続
し
て
受
け
て
い
る
者
で
そ
の
森
林
組
合
の
事
業

を
利
用
す
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
も
の
に
、
准
組
合
員
資
格
を
付
与
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
関
係
）

第
四

事
業
別
損
益
の
組
合
員
等
へ
の
開
示

森
林
組
合
及
び
森
林
組
合
連
合
会
の
理
事
は
、
事
業
年
度
ご
と
に
、
事
業
の
区
分
ご
と
の
損
益
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た

書
面
等
を
作
成
し
、
こ
れ
を
通
常
総
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
条
の
二
及
び
第
百
九
条
第
三
項
関
係
）

第
五

総
代
会
に
お
け
る
解
散
又
は
合
併
の
議
決
手
続
の
改
善

一

総
代
会
に
お
い
て
、
森
林
組
合
の
解
散
又
は
合
併
の
議
決
が
あ
っ
た
と
き
は
、
組
合
員
の
投
票
は
不
要
と
し
、
理
事
は

、
正
組
合
員
に
当
該
議
決
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
関
係
）

二

一
の
総
代
会
の
議
決
に
関
し
、
正
組
合
員
が
そ
の
五
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
て
、
総
会
の
招
集
を
請
求
し
た
と
き
は

、
理
事
会
は
総
会
を
招
集
す
べ
き
こ
と
を
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
総
会
に
お
い
て
解
散
又
は
合
併
を
承
認
し
な
か



っ
た
場
合
に
は
、
総
代
会
の
決
議
は
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
項
関
係
）

第
六

行
政
検
査
の
充
実

行
政
庁
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
森
林
組
合
等
の
子
会
社
等
に
対
し
、
当
該
森
林
組
合
等
の
業
務
又
は

会
計
の
状
況
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
報
告
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
森
林
組
合
等
の

子
会
社
等
の
業
務
又
は
会
計
の
状
況
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
条
第
二
項
及
び
第
百
十
一
条
第
五
項
関
係
）

第
七

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。


